
所得制限撤廃により対象となる方へ
こども医療証を送付します

こども医療費助成の所得制限撤廃により、こども医療証の
交付申請をされた方へこども医療証をお送りします。こど
も医療証をお渡しするには、交付申請を行っていただく必
要がありますので、まだお済みでない方はご申請ください。
なお、申請したにもかかわらず3月末までに医療証が届
かない場合は、お問い合わせください。
お送りするこども医療証は4月1日から使用できますの
で、病院を受診される際は、窓口で健康保険証とこども
医療証を併せてご提示ください。制度の詳細については
同封の案内をご確認ください。

保健福祉課(保健福祉)
問合せ 6576-9857　　6572-9514

次年度の障がいのある方の
交通乗車証及びタクシー給付券の送付
及び交付について

身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷病者・被爆者健康手
帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方、または特別
児童扶養手当1級受給世帯の方で、障がいのある方等の交
通乗車証及びタクシー給付券を受けられている方へ、新年
度分の交通乗車証及びタクシー給付券を3月末日までに
書留で送付、または3月下旬から窓口交付を開始します。

保健福祉課（福祉）
問合せ 6576-9857　　6572-9514

窓口混雑緩和のため、市税事務所への来所を控えていた
だき、大阪市行政オンラインシステムまたは送付による申
告をお願いします。なお、3月16日以降の申告の場合は、税
額の決定・通知や課税（所得）証明書の発行時期などが遅
れることがあります。
＜窓口での申告に関するご注意＞

港区役所臨時申告受付会場は開設していません。
弁天町市税事務所では、大阪市行政オンラインシス
テムによる窓口来所予約の受付を行っています。窓
口での待機時間短縮、混雑緩和のためにぜひご利用
ください。
申告受付期間の最後の1週間や期間中の午前9時台
は混雑が予想されます。
混雑防止のため、事前にご自宅等で申告書の記載・
作成をお願いします。

問合せ
弁天町市税事務所
市民税等グループ（個人市民税担当）

※問合せ可能日時：平日9時～17時30分
　（金曜日は9時～19時）　　

4395-2953　　4395-2810

個人市･府民税の申告期限は
3月15日（金）です

●
●

●

●

市税の納付について、スマートフォンなどからインターネッ
トを利用した便利なサービスをご案内します。

問合せ
財政局税務部収税課 収納管理グループ

※問合せ可能日時：9時～17時30分
6208-7783　　6202-6953

ネットで便利！大阪市税

土地または家屋の固定資産税の納税者の方は、資産のあ
る区を担当する市税事務所で縦覧帳簿を縦覧できます。

（資産のある区の縦覧帳簿に限ります）
縦覧の際は、本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
運転免許証など）または納税通知書を持参してください。
代理人の場合は委任状が必要です。
なお、弁天町市税事務所では、大阪市行政オンラインシス
テムによる窓口来所予約の受付を行っています。
窓口での待機時間短縮、混雑緩和のためにぜひ
ご利用ください。

4月1日（月）～4月30日（火） ※土・日・祝日を除く
9時～17時30分（金曜日は9時～19時）まで

期間

固定資産税（土地・家屋）に
関する縦覧を行います

4395-2957（土地）、2958（家屋）
7777-4505

弁天町市税事務所 固定資産税グループ
問合せ

※問合せ可能日時：平日9時～17時30分
　（金曜日は9時～19時）　

3月31日（日）は一部の区役所業務を行います

引越し等の手続きに対応するため、
転入・転出に関わる窓口業務を行います。
＜主な取扱い業務＞
転入・転出などの届出や各種証明書の発行、
国民健康保険・国民年金関係業務ほか

窓口サービス課(住民情報)
問合せ 6576-9963　　6576-9991

窓口サービス課(保険年金・保険)
6576-9956　　6576-9991

港税務署（代表）
※8時30分～17時（土・日・祝日を除く）

問合せ 6572-3901

港税務署からのお知らせ

※3月11日以降は非常に混雑します

2月16日（金）～3月15日（金） 
9時15分～16時（土、日、祝日を除く）

開設期間
港産業会館において確定申告会場を開設しています。

確定申告は、自宅からスマホで申告してみませんか？

●Web口座振替受付サービス
大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・
スマートフォン・タブレット端末からお申込
みいただけます。対応金融機関などについては、大阪市
ホームページからご確認ください。

●「納期限のお知らせ」メール配信
大阪市メールマガジンに登録したパソコンや
携帯電話に、大阪市税の納期限一週間前お
よび前日に納期限をメールにてお知らせします。納付の
うっかり忘れを防止するためにも、ぜひご登録ください。

●スマートフォンなどを利用した納付方法
各アプリを起動し、納付書表面に印字された
eL-QRを読み取ることで、スマートフォン決済ア
プリ（各種Pay等）による納付ができます。また、地方税お支
払サイトからクレジットカードによる納付も可能です。な
お、クレジットカードによる納付については、納付金額に応
じたシステム利用料が令和5年度から変更になっていま
す。利用可能なアプリ・納付方法の詳細・操作方法につい
ては、地方税お支払サイトからご確認ください。　

イベントを企画してみませんか？
コミュニティ育成会議部会のメンバーを募集！
「区民まつり」や「文化のつどい」など、区内で開催される各

種イベントの企画・運営に協力いただける方を募集します。

※各部会やイベントを開催するための会議にご参加いた
だける方。イベントは休日、会議は平日の夜間に開催す
る予定です。謝礼金や交通費等の支給はありません。

●コミュニティ促進事業部会：港区民まつり
●文化振興事業部会：文化振興に関するイベント
●こどもの健全育成事業部会：こどもたちが楽しめる
　イベント

3月22日（金）申込締切
港区民センターへ来館またはＦＡＸにて
（一財）大阪市コミュニティ協会港区支部協議会

申込
問合せ

6572-0020　　6572-0274
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●精神科医
　による相談 4

●精神科医
　による相談 4

●結核健診 4

●歯科
　健康相談 4

※       は掲載ページを表しています。

●移動図書館 4

●移動図書館 4

●ごみ分別相談・
　フードドライブ 4

●法律相談 4

●近隣
　演芸大会 3

●第15回
　天保山まつり

●第17回こども
　パラダイス

●オリジナル
　エコバッグ作り 33

●港区土地区画
　整理記念・交流会館
　内覧会 1

●法律相談 4

●法律相談 4

●法律相談●酒害教室 4

●行政相談 4

●おもちゃ病院 4

日曜開庁

※24日、31日ともに
　日曜開庁

春分の日

3 CALENDAR
2024年 3月のトピックカレンダー 各種イベント、催しは悪天候などにより、

中止・変更となる場合があります。

地域活動×SDGs
vol.14

問合せ
協働まちづくり推進課（市民活動推進）

tg0002＠city.osaka.lg.jp
 6576-9884　  6572-9512

子どもの居場所

地域活動協議会では、子どもたちを中心に
地域の人々が会館等に集まり、工作やゲー
ムなど、皆で遊べる場を提供しています。

●プレママ
　講座 4

2

質の高い教育を
みんなに

平和と公正を
すべての人に

すべての人に
健康と福祉を

貧困を
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